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プルデンシャル生命保険がポーランドに参入

中国企業がポーランドを評価

ＰＧＮｉＧ社の新鉱床開発により，原油及びガス生産量が拡大する見通し

マグナ社はＦＳＯジェラン工場に投資しない見込み

ポーランド航空の経営状況

シェールガス開発関連法案骨子の表明により企業間連携が促進される見込み

ＣＮＥＥＣがヤヴォジノ３号機の入札で最低価格を提示

世界銀行のビジネス・ランキングでポーランドの順位が大幅に上昇

海外での家具販売が増加

食品販売価格は高値を維持

グリーン・エネルギーへの補助が徐々に減少

９月の失業率，前月と同じ１２．４％

９月の消費は前年同月比３．１％増に止まる

９月の新規受注は前年同月比１３．０％減

ポーランドがＡＡＵの清算に反対

社会
７２％のポーランド人が生活の質に満足

内務省，外国人登録に関する新たな法律を検討

大使館からのお知らせ
トルンにおける領事出張サービスについて

ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）について                                                          

東日本大震災義捐金受付について

文化行事・大使館関連行事

在ポーランド日本国大使館

ul.Szwolezerow 8， 00-464 Warszawa  Tel:+48 22 696 5000

http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm
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政  治

内   政

民主左翼連合（ＳＬＤ），中絶緩和等に関する法案を

提出する【２２日】

２２日，ミレル民主左翼連合（ＳＬＤ）党首は，妊娠

１２週までの中絶，避妊薬及び３回までの不妊治療

費用の還付を認める法案を提出する旨発表。

カチンスキＰｉＳ党首がＥＵ基金をめぐり拒否権発動

を主張【２２日】

カチンスキ「法と正義」（PiS）党首は，ＥＵの次期多

年度予算に関し，ポーランドに今期と同等額の３兆

ズロチのＥＵ結束基金が割当てられなかった場合，

拒否権を発動すべきとトゥスク首相に提案。現在，Ｅ

Ｕの主要数か国は，ユーロ危機の対応に予算を割

当てることを主張しており，これが採用されればポー

ランドに対する基金は当初の予定額より削減される

こととなる。トゥスク首相は，不本意な決定には同意

できないが，ポーランドの将来を危険にさらすことも

できないと反論した上で，ポーランドはＥＵ基金の最

大の受益国であり，拒否権発動により今後のＥＵ基

金をすべて失った場合，国民が許さないだろうと述

べた。

ムハ・スポーツ大臣の辞任問題【２２～２４日】

サッカーＷ杯欧州予選のポーランド対イングランド

戦が，スタジアムの降雨対策の遅れのため延期とな

った問題で，２２日，野党はムハ・スポーツ大臣の辞

任を要求。ムハ大臣も責任を取って辞任する用意が

あることを表明したが，２４日，トゥスク首相は，ムハ

大臣を擁護し辞任は回避された。

中絶法改正案の否決【２３日】

２３日，下院保健・社会政策委員会は，「連帯ポー

ランド」が提案した中絶法の規制強化を目的とした同

法改正案を否決した。

下院が欧州宇宙機関（ＥＳＡ）への加盟法案を全会

一致で可決【２４日】

２４日，下院は，欧州宇宙機関（ＥＳＡ）への加盟に

関する大統領の認可署名法案を全会一致で可決し

た。今後，法案は上院に送られる。ポーランド政府の

ＥＳＡ加盟交渉は，２０１１年の１１月２８日にパリで開

始され，２０１２年６月に政府はＥＳＡ加盟を決定した。

９月にはパヴラク副首相兼経済相がＥＳＡとの間に

協定書を交わしている。ＥＳＡは全世界の先駆的な

宇宙研究機関であり，ポーランドの研究機関や企業

は，全面的に宇宙の研究や宇宙産業プロジェクトに

参加することが認められることとなる。ＥＳＡは，パリ

に本部があり，年間予算４０億ユーロ，１９の加盟国，

２，２００名のスタッフで構成されている。

外    交

ポーランド・ラトビア外務・防衛次官級協議【１７～１８

日】

１７～１８日，ラトビア・リガにおいて，ポーランド・ラ

トビア外務・防衛次官級協議が開催され，ポーランド

側からヴィニド外務次官，クピエツキ国防次官，ラト

ビア側からピルデゴビクス外務次官，ガリソン国防省

政策局長が出席。ＮＡＴＯ・露関係，ＮＡＴＯ及びポー

ランドのＭＤ計画，バルト諸国国防相サミット等につ

いて協議。

Ｖ４諸国安全保障会議【１９日】

１９日，国家安全保障局は，Ｖ４諸国の安全保障

会議議長及びアドバイザーによる会議を開催。スロ

バキアからストラカ安保会議事務局長，ハンガリー

からシメケニー首相外交・安全保障アドバイザー，チ

ェコからウィンクラー安全保障会議副事務局長らが

参加し，エネルギー安全保障，サイバー，経済危機

への対処等について協議。次回協議もポーランドで

行われる予定。

シェモニャク国防相，軍近代化項目について説明【１

９日】

１９日，シェモニャク国防相とチホツキ内務相は１

千億ズロチの予算で計画される２０１３年から２２年

の間の軍近代化事業項目について説明。内容はミ

サイル防衛システム，多目的ヘリ７０機，沿岸防衛ミ

サイル，新型潜水艦，掃海艦及び無人機の導入，Ｃ

ＡＳＡ輸送機追加購入，レオパルド戦車近代化改修

等。

パレスチナ自治政府外相がポーランドを訪問【２２

日】

２２日，マリキ・パレスチナ自治政府外相は，シコ

ルスキ外相の招待によりポーランドを訪問し，２２～

２４日，ワルシャワで開催されたパレスチナ大使会議

の議長を務めた。外相会談では，ポーランド・パレス

チナ関係，中東和平問題等について協議した。

コモロフスカ大統領夫人が韓国を訪問【２３日】

２３日，コモロフスカ大統領夫人が韓国を訪問。韓

国滞在中，同夫人は，ポーランド研究に関する国際

会議，第２回アジア太平洋ショパン・コンクール等に
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参加予定。

ポーランド・ハンガリー外相会談【２４日】

２４日，マルトーニ・ハンガリー外相がポーランドを

訪問。シコルスキ外相と会談し，二国間関係，ＥＵの

諸課題，Ｖ４協力について協議した。

ポーランド軍ヘリがアフガニスタンで攻撃を受ける【２

４日】

２４日，アフガニスタン・ガズニ県北西部をパトロー

ル飛行中のＭｉ－２４ヘリコプターが小火器による地

上からの攻撃を受け，パイロット２名が負傷。当日，

ガズニ基地では第１１次派遣部隊と第１２次派遣部

隊の任務継承式が行われており，シェモニャク国防

相も現地入りしていた。

経    済

プルデンシャル生命保険がポーランドに参入【１８

日】

１８か月間の準備の末，プルデンシャル生命保険

会社が１億５千万ズロチ超の投資を行いポーランド

に参入することとなった。同社は６事務所を設置し，

社員７０名，勧誘員１，１００名で，２０１３年初頭より

事業を開始する予定。同社のバシャ・ポーランド支店

長は，ポーランドには十分な保険市場開拓の余地が

あり，人口規模及び経済状況からみて，事業拡大先

として理想的であると指摘している。

中国企業がポーランドを評価【１８日】

上海電気グループのＪｉａｎｈｕａ副会長が，ポーラン

ドを価値ある投資先と見ていると発言。同グループ

はエネルギー分野関連設備製造の主要企業で，発

電所建設における最大手ゼネコンである。現在，同

社はＫｕｌｃｚｙｋインベストメント社のプウノツ発電所（１

２０億ズロチ相当），コンパニア・ヴェングロヴァ社の

火力発電所（出力：９００ＭＷ，５０億ズロチ相当），エ

ネルガ社のオストロウェンカ火力発電所（６０億ズロ

チ相当）の３か所の入札に参加している。同氏はポ

ーランドのインフラ，発展ポテンシャル，及び人的資

源に肯定的な意見を述べており，ポーランドには近

代的で，環境にやさしい発電技術が必要であると述

べている。

ＰＧＮｉＧ社の新鉱床開発により，原油及びガス生産

量が拡大する見通し【１８日】

ＰＧＮｉＧ社（ポーランドのガス公社）が，同社の最

大の投資案件（１７０億ズロチ）の一つであったＬｕｂｉ

ａｔｏｗ-Ｍｉｅｄｚｙｃｈｏｄ－Ｇｒｏｔｏｗ（ＬＭＧ）鉱床での生

産を開始する。１４の掘削孔を有する同鉱床はポー

ランド最大の原油及び天然ガス鉱床で，それぞれ７

２５万トン，７３億立方メートルの可採埋蔵量があると

見られている。本投資は，今後ＰＧＮｉＧ社に大幅なガ

ス生産量の増加をもたらすとともに，原油生産量を

年間１００万トンに倍増させる。初期段階では，同鉱

床の生産能力の２５％のみが使用されるが，６週間

後には５０％まで増加し，徐々に１００％まで引き上

げる。

マグナ社はＦＳＯジェラン工場に投資しない見込み

【１８日】

ＩＢＲＭ ＳＡＭＡＲ社の自動車市場調査の最新の

レポートによれば，マグナ・インターナショナル社（カ

ナダ系大手自動車部品製造会社）は，ワルシャワ・

ジェランのＦＳＯ自動車工場に約１０億ズロチ投資す

る意向を有していたが，本プロジェクトから撤退する

間際であるとのこと。同社の決定は，２０１４年から２

０２０年の間の主要な投資に対するポーランド政府

の支援プログラムの改正作業を停止させることにな

った。マグナ社が予定していた投資で得られる支援

は固定資産税の免除のみで，経済省が提案してい

た９千万ズロチの投資補助金はロストフスキ財務相

により反対されていた。マグナ社は，ＦＳＯ工場での

生産を開始し，現在の１００人の雇用を数千人に拡

大することが見込まれていた。

ポーランド航空の経営状況【１９日】

ポーランド航空（ＬＯＴ）社は，他の航空会社と同様

資金が乏しく，厳しい経営状況下にある。同社のもっ

とも採算性のあるアジア・太平洋地域の路線でさえ

問題を抱えており，２０１０年の営業利益が６％であ

ったのに対し，２０１２年には２％まで急落している。

現在，欧州の航空会社１０社中，９社は赤字経営と

なっており，ローコストエアラインが利益をさらに押し

下げている。加えて，増加する燃料費及び空港使用

料がコストを押し上げている。２０１２年上半期のＬＯ

Ｔ社の利用客数は，他の航空会社が前年同期比３．

９％増であったのに対し，１３．３％増となっているが，

ローコストエアラインの影響でマーケットシェアは前

年の２５．９２％から２４．８７％に減少している。時間

が経過するほど，同社の売却の機会は減少していく

とみられる。

シェールガス開発関連法案骨子の表明により企業

間連携が促進される見込み【１９日】

シェールガスの開発・採掘に関心を持つ企業が待

ち続けていた炭化水素の採掘及び課税に関する法

案の骨子を政府が示したことにより，企業間の連携

が進むと見られている。ＰＧＮｉＧ社，ＰＫＮオルレン社
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及びロトス社を含むいくつかの協力は既に暫定的な

合意に至っている。現在，環境省はライセンスを共

有することを容認しているが，国家エネルギー資源

オペレーター社が株主として参加することを条件とし

ている。

ＣＮＥＥＣがヤヴォジノ３号機の入札で最低価格を提

示【１９日】

タウロン社のヤヴォジノ３号機石炭火力発電プラ

ントの入札が開札された。最低価格を提示したのは

中国のＣＮＥＥＣ（Ｃｈｉｎａ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｅｎｇｉ

ｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）のコンソーシアムによるも

ので，落札価格は４９０．２億ズロチ，出力は８４０Ｍ

Ｗ，発電効率は４６．０７％であった。その他の入札

者は，ラファコ社，アルストム社及び日立社であった。

最終決定は，２０１２年末までになされる。ＣＮＥＥＣ

のコンソーシアムによるプロジェクトの実現可能性に

は疑問が呈されているが，同社は現実的な推定に

基づく提案で，実現可能であるとしている。

世界銀行のビジネス・ランキングでポーランドの順位

が大幅に上昇【１９日】

世界銀行が１８５か国を対象にビジネス環境を評

価した「Ｄｏｉｎｇ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ２０１３」報告書が公表さ

れた。ポーランドは昨年の６２位から５５位へと７つ順

位をあげ，調査対象国中最大の上昇かつ２年連続

の順位上昇となった。裁判での債権回収の迅速化，

資産取引における形式要件の削減，倒産手続きの

円滑化，税制の円滑化が評価され，非効率な行政

手続きがビジネスを行う上での逆風となっていると指

摘されている。

海外での家具販売が増加【２０日】

経済省は，２００７年から２０１１年の家具産業の

生産量を公表。これによれば，２０１０年以降家具の

生産高は減少傾向にあり，本年も１－８月期の生産

は前年同期比３．５％減少した。しかし，輸出拡大に

よる業績回復が期待されている。現在，家具生産量

の約９０％が海外で販売されており，うちドイツが３

９％を占める，年間２５億ユーロの主要市場となって

いる。ドイツに次いで，フランス，チェコ，英国，スウェ

ーデン，オランダが主要輸出先となっており，２０１１

年に，ポーランドは１４０か国に対し，計９０億ドルの

家具を輸出した。

食品販売価格は高値を維持【２２日】

食料消費及び販売に関し，ポーランド食品連盟の

アンジェイ・ガントナー氏は，「食品業界は好調であり，

常に需要の高い必要不可欠な食品については，経

済悪化による大きな影響はない」と述べている。多く

の食品製造会社は，販売額の増加をみせており，原

材料の上昇が広範に及んでいるため今後も販売額

の増加基調は続きそうである。最も経済危機に強い

食品企業は，菓子製造会社であり，ヴァヴェル社は

２０１２年の第１四半期に３４％の販売収益増加とな

った。食品業界の最も効率的な販売網は，ディスカ

ウント・ストアと輸出であり，２０１２年上半期の食品

輸出額は７８億５千万ユーロであった。

グリーン・エネルギーへの補助が徐々に減少【２２

日】

２０１３年１月１日より，政府は混焼バイオマスの

全量をグリーン・エネルギーとして評価することを停

止する。不透明な規則によりこれまで発電所は家具

製造に使用される木材をバイオマスとして使用して

きた。経済省の非公式な試算によれば，発電所で使

用されるバイオマスのうち，こうした木材は１２％以

上に上る。発電部門での木材需要の増加により，家

具の価格上昇が起きていた。経済省は，２０１７年ま

でにバイオマス混焼に対する発電所への支援を終

了させたいと考えている。ポーランドではグリーン・エ

ネルギーの半分がバイオマス混焼により供給されて

いる。

９月の失業率，前月と同じ１２．４％【２３日】

中央統計局（GUS）によれば，９月の失業率は前

月８月と同じ１２．４％であった。８月末の登録失業者

数は，１９７万９千人であった。また，９月末までに，５

３４社が今後数か月で公共部門 1 万人を含む３６，５

００人の雇用削減を発表している。他方，９月の新規

雇用は８２，９００人で前月の７４，４００人より増加し

ている。

９月の消費は前年同月比３．１％増に止まる【２３日】

中央統計局（GUS）によれば，９月の小売販売は

前年同月比で３．１％増（実質ベースは０．４％減），

前月比で１．３％減となった。専門家は，前年同月比

４．５％増，前月比０．３％増を予測していた。消費は

今後落ち込み，２０１２年末から２０１３年前半が底に

なると予想されている。

９月の新規受注は前年同月比１３．０％減【２３日】

中央統計局（GUS）によれば，９月の新規受注は

前年同月比１３．０％減，前月比１０．１％増となった。

なお，８月は前年同月比５．２％増，前月比７．３％減

であった。

ポーランドがＡＡＵの清算に反対【２３日】

ポーランドは，京都議定書に基づき各国に割り当

てられている排出権（ＡＡＵ）の清算を他のＥＵ加盟

国から強要されているが，受け入れるつもりはない。

ポーランドはＡＡＵ取引により，１億７千万ユーロ近く
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の売却益を手にすることができる可能性があり，こ

れは温室効果ガス排出削減プロジェクトに利用され

ることになっている。ポーランドは京都議定書の６％

排出削減目標に対し，３０％を既に削減している。な

お，低下する排出権価格を引き上げるために提案さ

れている排出権の供給量削減や販売時期延期にも

ポーランドは反対しており，ＥＵ環境相理事会におい

て議論される予定。

社    会

７２％のポーランド人が生活の質に満足【１８日】

ガゼタ・ヴィボルチャ紙は，欧州委員会による“生

活の質”に関する意識調査の結果，欧州の北西地域

の国民は自国の生活の質に満足している一方，ポ

ーランド人の満足度は，調査が行われた国々の中で

最も低下していたと報じた。同紙は，満足度の低下

の要因が，主に経済状態の悪化にあると指摘してい

る。調査では，回答者の７２％が生活の質に満足し

ていると答えたものの，とても満足していると答えた

のは１１％で，残りの６１％は適度に満足していると

答えた。

内務省，外国人登録に関する新たな法律を検討【２

２日】

内務省は滞在許可申請等外国人登録に関する新

たな法律を検討中である。新たな法律の下では，外

国人は，最大３年間の滞在許可を得ることができる

とともに，滞在許可期間中であればいつでも更新を

申請することができる。また，外国人留学生に関して

は，１５か月間の滞在許可の発行が可能となる。１２

か月未満の滞在予定である外国人留学生に対して

は，その滞在予定の学期期間又は専攻コースの期

間に３か月を足した期間の滞在許可を与えることと

なる。そのほか，ポーランドで雇用される外国人労働

者は，一つの書類で滞在及び就労の許可を得ること

ができるようになり，申請手続きが簡素化されること

となる。

大使館からのお知らせ

トルンにおける領事出張サービスについて

大使館は，１１月１７日（土）１０時から１３時までの間，Ｈｏｔｅｌ Ｍｅｒｃｕｒｅ Ｈｅｌｉｏｓ （ul. Kraszewskiego 1/3 

Torun）において，領事出張サービスを実施します。詳しくは，下記ＨＰをご覧ください。

http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_20120913.html

ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）について

当館ＨＰ上に，「ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）に関する情報を掲載いたし

ました。詳しくは下記ＨＰをご覧下さい。

http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/documents/haga_pamphlet.pdf

東日本大震災義捐金受付について

当館における東日本大震災義捐金受付は，平成２５年３月３１日（日）までに延長いたしました。詳しくは下記

ＨＰをご覧下さい。

http://www.pl.emb-japan.go.jp/jishin/gienkin_j.htm

文化行事・大使館関連行事

〔予定〕 日本映画際【１０月２６日（金）～２９日（月）】

ワルシャワの「シフィト」映画館にて，日本映画際が開催されます。本映画祭では，今までポーランドで上映さ

れたことのない「愛と青春」をめぐる１９３６～２００３年の作品７本をご覧いただけます。プログラムの詳細はこ

ちら（http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/j_20121026.html）をご覧下さい。

問合せ先，開催場所：「シフィト」文化センター （電話番号 22 811 01 05 又は 22 811 11 09, メール

swit@dkswit.com.pl，住所：Ul. Wysockiego 11,Warszawa）

〔予定〕 「明治天皇（１８５２－１９１２）近代化する日本における君主像」エヴァ・パワシ＝ルトコフスカ教授によ

る講演及び著書の紹介【１１月７日（水）】

当館広報文化センターにて，ワルシャワ大学日本学科エヴァ・パワシ＝ルトコフスカ教授による講演が開催
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されます。入場は無料です。座席に限りがありますので，参加ご希望の方は事前にご連絡ください。講演はポ

ーランド語で行われます。

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： 22 584 73 00 ，E メール：info-cul@emb-japan.pl，

住所：Al. Ujazdowskie 51, Warszawa）」

〔予定〕 「松本梅しょう‐日本の心を奏でる」日本伝統音楽の演奏会 【１１月１２日（月）】

当館広報文化センターにて，民謡の専門家，秋田三味線・津軽三味線奏者，松本梅しょう氏による演奏会が

開催されます。入場は無料です。座席に限りがありますので，参加ご希望の方は事前にご連絡ください。

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： 22 584 73 00 ，E メール：info-cul@emb-japan.pl，

住所：Al. Ujazdowskie 51, Warszawa）

〔予定〕 第１回ポーランド将棋選手権大会【１１月１７日（土）～１８日（日）】

当館広報文化センターにて，第１回ポーランド将棋選手権大会が開催されます。同大会には将棋に関心をも

っ て い る 方 は ど な た で も 参 加 す る こ と が で き ま す 。 詳 細 に つ い て は ， 当 館 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/j_shogi_2012.html）をご覧ください。

問合せ先：神尾（E メール：n.kamio@emb-japan.pl）

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： 22 584 73 00 ，E メール：info-cul@emb-japan.pl，

住所：Al. Ujazdowskie 51, Warszawa）

この資料は，ポーランドの政治・社会情勢を中心に，各種報道をとりまとめたものです。

報道をベースにしておりますので，記載事項の信頼性については責任を負いかねます。

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく， 特定の団体・個人の利益を代表するもので

はありません。

皆様からの情報提供をお待ちしています

大使館では，読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため，皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やおすすめのイベント，困ったことなど，皆様に伝えたいと思われる情報があれば，下記のアドレスま

でご連絡ください。（営利目的など，内容によっては対応できかねる場合もありますのでご了承ください。）

【お問い合わせ・配信登録】

本資料は，ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」，「送

付先メールアドレスを変更したい」，「配信を停止したい」等の依頼につきましては，下記のアドレスまでご連絡くださ

い。                            

大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。

在ポーランド日本国大使館 newsmail@emb-japan.pl

（ご連絡は電子メールでお願いします。）


